
 

令 和 5 年 10 月 10 日 

一般社団法人全国建設業協会 

会長 奥村 太加典 様 
 

                             独立行政法人勤労者退職金共済機構 

                                      建設業退職金共済事業本部 

                                        本部長  大 澤 一 夫 

(公 印 省 略) 

 

建設業退職金共済制度の普及促進に対するご協力方のお願いについて 

（会員団体・企業への周知のお願い） 

 

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 
 平素より建設業退職金共済制度の運営につきましては、ご理解とご協力を賜り厚く御

礼申し上げます。 
ご案内のとおり、建設業退職金共済事業本部におきましては、毎年 10 月を加入促進

強化月間と定め、建退共制度の加入・履行促進活動を勢力的に実施しております。 
貴協会におかれましても加入促進強化月間にご協賛を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、令和 5 年 10 月 5 日開催の加入促進等強化月間において、下記の事項について建設

産業団体の皆様にお願い申し上げたところでございますが、施策の実効性を確保するため、

貴協会傘下の団体・企業の皆様にも趣旨をご理解の上ご協力を賜りたく、ご周知方をお願い

申し上げます。 

 

 

 

＜添付資料＞令和 5 年 10 月 5 日開催「加入促進等連絡会議」資料抜粋 

1. 建設業退職金共済制度加入促進等連絡会議次第. 
2. 資料２. 令和５年度加入促進強化月間における活動内容 
3.  (参考２)令和５年度建設業退職金共済制度加入促進強化月間実施要綱 
4. 資料３．建退共から建設産業団体の皆様へのご依頼事項 
5. 資料４. 電子申請方式の利用促進に関する活動について 
6. （参考３）電子申請利用契約者数の比率 
7. （参考４）各都道府県別ニーズに応じた説明会開催日程（予定） 

(この文書のお問い合わせ先) 

独立行政法人 勤労者退職金共済機構 

建設業退職金共済事業本部 

加入・履行促進事業部 事業推進課 

 ℡ 03-6731-2867 

記 

 



   

建設業退職金共済制度加入促進等連絡会議 

 

日 時 令和５年１０月５日（木） 

１４時００～１５時３０分 

                場 所 ＡＰ東京八重洲通り 

                                     １１階Ｌ＋Ｍルーム 

            中央区京橋１－１０－７ 

       KPP八重洲ビル１１階 

                        電話０３(６２２８)８１０９ 

 

次   第 

 

１．挨 拶 

 

   独立行政法人 勤労者退職金共済機構  理事長代理     大澤 一夫  

 

２．来賓挨拶 

   

厚生労働省  雇用環境・均等局 勤労者生活課長    大隈 俊弥  氏 

国土交通省  不動産・建設経済局 建設市場整備課長  宮沢 正知   氏 

 

３．議 題 

 

（１） 建退共の事業概況について 

（２） 加入促進強化月間における活動内容について 

（３） 電子申請方式の利用促進に関する活動について 

独立行政法人 勤労者退職金共済機構 建設業退職金共済事業本部 

             加入・履行促進事業部長  山口 勝俊 

４．講 演 

（１）国土強靭化の推進について 

内閣官房 国土強靭化推進室  

参事官  奥田 誠子 氏 

 

（２）国土交通省における環境への取り組みについて 

国土交通省 総合政策局 環境政策課  

                        課長補佐  司馬 勇彦 氏 



   

資料１． 最近における建退共事業概況 （中小・大手計） 

      (参考１）事業概況グラフ(令和３年～令和５年８月) 

資料２. 令和５年度加入促進強化月間における活動内容 

(参考２)令和５年度建設業退職金共済制度加入促進強化月間実施要綱 

 資料３．建退共から建設産業団体の皆様へのご依頼事項 

 資料４. 電子申請方式の利用促進に関する活動について 

     （参考３）電子申請利用契約者数の比率 

     （参考４）各都道府県別ニーズに応じた説明会開催日程（予定） 

資料５．国土強靭化の推進について 

 資料６．国土交通省における環境への取り組みについて 

 

[添付資料] 

１． 建退共制度のあらまし（パンフレット） 

２． 事業主用チラシ、労働者用チラシ、学生用チラシ 

３． 加入促進用ポスター 

４． 建退共電子申請方式パンフレット等（３種類） 

５． 建設通信新聞   特集記事 

６． 建通新聞     特集記事 

７． 日本工業経済新聞 特集記事 

８． 日刊建設工業新聞 特集記事 

９． 現場標識（建退共版（令和5年度改訂）） 

 



1 行政機関等への文書により協力依頼
関係行政機関・建設業団体等 (3,520件)、NHK（54支局）
職業訓練校（84校）、工業高等学校等（279校）

2 広報
〔1〕ポスターの掲示
　  関係行政機関、建設業団体等　(24,500枚送付)
        メインタイトル　「安心できる　未来をつくろう」
〔2〕パンフレット等の配布・備え付け
　  関係行政機関、建設業団体等へ依頼
　   ・建退共制度のあらまし
〔3〕広報誌、新聞への掲載
　   ・業界専門紙(4紙)に広告掲載（予定日）

9月25日 日刊建設通信新聞
10月2日 建通新聞
10月2日 日本工業経済新聞
10月6日 日刊建設工業新聞

　   ・各都道府県、市町村の広報誌に掲載依頼
　   ・業界団体機関誌に掲載依頼（9、10月　22団体、25誌(紙)掲載予定）

〔4〕ホームページ掲載（加入促進強化月間について）（9月29日～10月31日）

3 制度説明会の開催
　　支部主催　　 80回程度予定
　　他団体主催への参加　80回程度予定

4 表彰
    理事長表彰  83事業所

5 加入促進等連絡会議（令和５年10月５日開催）　
　 ・厚生労働省、国土交通省出席
　 ・建設業団体（58団体）に対し、出席要請
　 ・講演

① 国土強靭化の推進について
内閣官房　国土強靭化推進室　参事官　　奥田　誠子　氏　　

② 国土交通省における環境への取り組みについて
国土交通省　総合政策局　環境政策課　課長補佐　　司馬　勇彦　氏

令和５年度加入促進強化月間における活動内容＜建退共＞
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令和５年度 
建設業退職金共済制度加入促進強化月間実施要綱 

 
                             独立行政法人  勤労者退職金共済機構 
                           建 設 業 退 職 金 共 済 事 業 本 部 
 
１ 趣       旨 
  建設業退職金共済制度は、中小企業退職金共済法に基づき創設された建設業に係る退職金制度であり、建設

現場で働く労働者の福祉の増進と建設業の振興に寄与することを目的とするものです。 
  本制度には現在約17万の建設事業主、約213万人の労働者が加入していますが、上記の目的の達成のために

は、できるだけ多くの事業主に本制度への加入を働きかけていくことが必要です。 
  また、本制度の被共済者である労働者の方々に共済手帳が確実に交付され、就労日数に応じた確実な掛金充

当が行われる制度の履行確保を徹底することが不可欠です。 
  本強化月間は、関係諸機関、諸団体のご協力の下、下記の加入促進、履行確保活動を重点的に実施すること

により、本制度のより一層の充実を図ることを趣旨とするものです。 
 
２ 実 施 期 間   自 令和５年１０月 １日 

            至 令和５年１０月３１日 
                           
 
３ 後     援   厚生労働省       国土交通省 
                      
４ 協 賛 団 体 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 
 
 

   
日 本 建 設 業 連 合 会 
日本建設軀体工事業団体連合会 
日 本 建 築 板 金 協 会 
日 本 左 官 業 組 合 連 合 会 
日 本 サ ッ シ 協 会 
日本室内装飾事業協同組合連合会  
日 本 シ ャ ッ タ ー ・ ド ア 協 会 
日 本 造 園 組 合 連 合 会 
日 本 造 園 建 設 業 協 会 
日 本 タ イ ル 煉 瓦 工 事 工 業 会 
日 本 電 設 工 業 協 会 
日 本 道 路 建 設 業 協 会 
日 本 塗 装 工 業 会 
日 本 鳶 工 業 連 合 会 
日 本 保 温 保 冷 工 業 協 会 
ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ建設業 協 会 
ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ工事業 協 会 
プ レ ハ ブ 建 築 協 会 

          (五十音順） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（順不同）             
 
  

 
建 設 技 能 人 材 機 構 
建 設 産 業 専 門 団 体 連 合 会 
建 築 開 口 部 協 会 
住 宅 生 産 団 体 連 合 会 
消 防 施 設 工 事 協 会 
全 国 圧 接 業 協 同 組 合 連 合 会 
全 国 圧 入 協 会 
全 国 解 体 工 事 業 団 体 連 合 会 
全国管工事業協同組合連合会 
全 国 基 礎 工 事 業 団 体 連 合 会 
全 国 ク レ ー ン 建 設 業 協 会 
全 国 建 設 業 協 会 
及 び 各 都 道 府 県 建 設 業 協 会 
全 国 建 設 業 協 同 組 合 連 合 会 
全 国 建 設 産 業 協 会 
全 国 建 設 産 業 団 体 連 合 会 
全 国 建 設 室 内 工 事 業 協 会 
全 国 建 設 労 働 組 合 総 連 合 
全国ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送事業団体連合会 
全 国 さ く 井 協 会 
全 国 タ イ ル 業 協 会 
 

全 国 中 小 建 設 業 協 会 
全 国 鉄 筋 工 事 業 協 会 
全 国 道 路 標 識 ・ 標 示 業 協 会 
全 国 防 水 工 事 業 協 会 
全国ﾏｽﾁｯｸ事業協同組合連合会
全 日 本 瓦 工 事 業 連 盟 
ダイヤモンド工事業協同組合 
鉄 骨 建 設 業 協 会
日 本 ア ン カ ー 協 会
日 本 埋 立 浚 渫 協 会 
日 本 ウ レ タ ン 断 熱 協 会 
日本外壁仕上業協同組合連合会 
日 本 型 枠 工 事 業 協 会
日 本 機 械 土 工 協 会 
日 本 基 礎 建 設 協 会 
日 本 橋 梁 建 設 協 会 
日 本 金 属 工 事 業 協 同 組 合 
日 本 空 調 衛 生 工 事 業 協 会
日 本 計 装 工 業 会 
日本建設ｲﾝﾃﾘｱ事業協同組合連合会 
日 本 建 設 業 経 営 協 会 
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５ 協力依頼機関・団体 
 
 (1) 行 政 機 関 

都道府県労働局・地方整備局・労働基準監督署・公共職業安定所・都道府県・市区町村 (順不同 ) 
 
  (2) 金 融 関 係 団 体 

(一社)全国銀行協会・(一社)全国地方銀行協会・（一社）第二地方銀行協会・㈱商工組合中央金庫・信金中央金庫・ 

  全国信用協同組合連合会・労働金庫連合会（順不同） 
  
 
６ 実 施 事 項 
 

(1) 加入促進及び履行確保の推進 

① 建設業退職金共済制度の加入促進を図るため、厚生労働省及び国土交通省の出席を得て、主な建設業団

体を対象に「建設業退職金共済制度加入促進等連絡会議」を開催します。   
② 元請事業主を訪問し、下請事業主の加入指導及び事務受託の推進を依頼します。あわせて、専門工事業

団体の協力を得て、未加入事業所に対する加入勧奨を行います。  
③ 公共発注機関・旧公団等に対し、工事に参加する未加入事業主への加入指導を要請します。   
④ 民間発注者団体に対し、本制度のＰＲ及び普及を図り、未加入事業所に対する加入勧奨が図られるよう

依頼します。 

⑤ 工事現場等で本制度への認識を高めるため、パンフレット等を備付・配付します。 

⑥ 関係官公庁、建設業団体が開催する各種会議において、積極的に制度説明を行うとともに、加入勧奨を

行います。 

⑦ 現場事務所及び工事現場の出入口等の見やすい場所への「建退共現場標識」(シール)の掲示を要請しま

す。 

⑧ 掛金収納書提出方式（四連符方式）未実施の市区町村の多い都道府県を重点に、当該都道府県の協力を

得て、未実施の市区町村に四連符方式を実施するよう依頼します。 

⑨ 共済契約者に対し、対象労働者のすべてに対する共済手帳の交付及び適切な掛金の充当を要請すると

ともに、共済手帳及び共済証紙の受払簿の普及徹底を図ります。なお、履行が不十分な共済契約者に対し、

前述の適正な履行の確保を要請します。 

⑩ 元請事業主と下請事業主との就労実績の報告を円滑に行えるよう開発した「就労実績報告書作成ツー

ル」のＰＲ及び普及を図ります。 

  ⑪ 電子申請方式による掛金納付方式の導入及び積極的な利用の推進を図ります。 
 

 (2)  表彰の実施 
    本制度の普及徹底、加入促進及び履行確保について、特に貢献のあった事業主団体、事業所または個人を

表彰します。 
 
 (3)  広 報 活 動 
     ①  テレビ、ラジオ、新聞等のマスメディア及び地方公共団体・建設業関係団体等の発行する広報紙（誌）

において、本制度に関する広報を強化します。 
  ② ポスター、パンフレットの作成・配布、DVD･ホームページの活用等により、積極的な広報活動を行い

ます。 
 
 



建退共から建設産業団体
の皆様へのご依頼事項

独立行政法人勤労者退職金共済機構

建設業退職金共済事業本部
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建退共制度の加入促進と電子申請方式の利用促進へのご協力のお願い

1

1.機関誌（紙）へ建退共制度に関する記事広告の掲載

• 掲載していただきたい記事又は広告

• 「加入促進強化月間関係一式」（別紙1～3）

• 「建設業退職金共済制度電子申請方式のご案内」(別紙4）

全てデータで提供可能ですので、gsuishiuaka@taisyokukin.jp 宛

メールでご依頼ください。

2.ホームページのバナー広告の掲載

• 会員企業に対する周知・広報

3.ポスター（令和5年度版）の掲示

• 団体におけるポスターの掲示及び会員企業におけるポスター掲示

ポスターは（別紙5）によりご依頼ください。

mailto:gsuishiuaka@taisyokukin.jp


建退共制度の加入促進と電子申請方式の利用促進へのご協力のお願い

2

4.各種会議・会合での広報資料（パンフレット等）の配付

• 各種会議・会合で建退共制度のパンフレット等を配付いただきたいこと。

（別紙5）により必要部数及び送付先等を記入の上ご依頼ください。

5.各種会議・会合での建退共制度に関する説明会の開催

• 各種会議・会合で建退共制度に関する説明の機会をいただきたいこと。

（別紙6）により建退共職員の派遣についてご依頼ください。

6.電子申請方式の利用促進

• 建退共制度の周知に併せて、電子申請方式の利用促進のため、パンフレッ

ト等の配付及び操作説明会を開催いただきたいこと。

上記同様（別紙5）及び（別紙6）によりご依頼ください。



3

パンフレットの配付、対面やｗｅｂで説明の場のご提供のお願い

事   業   推   進   課   行

FAX：03-6731-2895

E-mail：gsuishiuaka@taisyokukin.jp

〒 -

(                )

※送付先が上記と異なる場合のみ記入

〒 -

(                )

建退共制度のあらまし

外国語版　建退共制度のあらまし

①英語　②中国語　③ベトナム語　④タガログ語

建設事業主のみなさま

労働者用チラシ

学生用チラシ

ポスター Ｂ2

Ｂ3

　独立行政法人　勤労者退職金共済機構

T E L ０ ３ － ６ ７ ３ １ － ２ ８ ６ ６

　(労働者用　A 4 版)

(学生用　A 4 版)

　(事業主用　A 4 版)

　         　　(三つ折り　A 4 版)

　(事業主用　A 4 版)

(未加入事業主用　A 4 版)

言

語

の

種

類

6

7

9

8
電子申請方式のご案内

　         　　(A 4 版)

　(B 2 版　B 3 版)

　         　　(A 4 版)

1

2

3

4

5

　建設業退職金共済事業本部　加入・履行促進事業部　事業推進課

お 問 い 合 わ せ 先

電子申請方式が始まりました

電子申請方式の8つのメリット

電 話 番 号

請 求 部 数 備　   考パンフレット名

ご

依

頼

主

郵便番号

住　　   　所

名　　   　称

担 当 部 署

担 当 者 名

電 話 番 号

担 当 者 名

送

付

先

パンフレット等請求依頼書 

郵便番号

住　　   　所

名　　   　称

担 当 部 署

 　　※太枠内をご記入の上、FAXまたはメールでご請求ください。なお、費用はかかりません。

建退共制度の周知及び電子申請方式の利用促進にご協力をお願い申し上げます。

事   業   推   進   課   行

FAX：03-6731-2895

E-mail：gsuishiuaka@taisyokukin.jp

〒 -

(                )

以下の通り説明会を開催したいので、職員の派遣を依頼します。

① 建退共制度（概要） ② 電子申請方式について（概要） ③ 電子申請方式操作説明会

①　 対面方式 ②　 WEB方式 ③ ハイブリッド方式

　独立行政法人　勤労者退職金共済機構

T E L０ ３ － ６ ７ ３ １ － ２ ８ ６ ６

お 問 い 合 わ せ 先

　建設業退職金共済事業本部　加入・履行促進事業部　事業推進課

会　　　場
（名称）

（住所）

参加事業所数

（予定）
（　　　　　　　　　） 事業所 （　　　　　　　　　） 人

令和　　　　年　　　　月　　　　日（　　　）　  ＊＊：＊＊～

第2希望 令和　　　　年　　　　月　　　　日（　　　）　  ＊＊：＊＊～

第3希望 令和　　　　年　　　　月　　　　日（　　　）　  ＊＊：＊＊～

開催方式

（対面・ハイブリッドの場合）

建退共制度に関する説明会の職員派遣について

 　　※太枠内をご記入の上、FAXまたはメールでご依頼ください。

ご

依

頼

主

郵便番号

住　　   　所

名　　   　称

担 当 部 署

担 当 者 名

電 話 番 号

開催希望内容 ※上記①～③より選択してください。

開催日時

第1希望

（別紙5） （別紙6）



電子申請方式の意識・各種ご要望等調査へのご協力のお願い

●電子申請方式を改善し、導入率を向上するため、会員企業様に対する
アンケート調査を実施する場合、下記の質問事項の追加と集計結果の
ご提供についてご協力をお願いします。

4

設問① 建退共制度に加入していますか？ ＹＥＳ ＮＯ
設問② 建退共の電子申請方式についてご存じですか？ ＹＥＳ ＮＯ
設問③ 建退共の電子申請方式を導入済ですか？

ａ 導入している （イ）すでに運用している
（ロ）申込みはしたが運用はまだ
（ハ）一部の現場で試行中

元請から言われて申込みした
（ニ）実際に電子申請で掛金を充当
（ホ）いまだ掛金は充当していない

ｂ 導入を検討している
ｃ 導入していない （イ）いつかは導入したい

（ロ）元請となる場面がないので元請次第
（ハ）導入を検討していない。

設問④ 建退共の電子申請方式についてご意見やご要望をお願いします。

⇒ YESの方は設問2へ



5

アンケート調査結果のご提供依頼

アンケートの概要
会員向けアンケート調査
調査対象者数 〇〇人
有効回答者数 〇〇人
対象者 年代

性別

Ｎ
ｏ．

年代 性別 設問1 設問2 設問3 ａの
サブ
回答

Ｃの
サブ
回答

設問4

1 50～55 男 Y Y a ィ ＣＣＵＳとの連携をさらに進めてほしい

2 40～45 女 Y Y C ロ 電子と証紙が混在するのは不便

3 70～ Y N C ハ パソコンが使えないので電子申請は難しい

回答者の属性は、各団体が通常区分されて
いるものをそのままいただければ、
新たな区分を設ける必要はございません。



建設業許可番号等との自動連携による共済契約者等の手続きの
ワンストップサービスの導入について
（建設業許可番号等の調査へのご協力のお願い）

●労働政策審議会 勤労者生活分科会 中小企業退職金共済部会
（令和5年8月29日開催）
において厚生労働省令の改正が諮問・答申
・令和5年10月2日公布 令和5年12月1日施行

6

令和6年1月頃

全共済契約者に対し、建設業
許可番号および法人番号の調
査、ワンストップサービス利
用の同意にかかる書類を郵送

回答事業所から順次ワンストップサービス開始

※将来的には建設業許可・経営事項審査電子
申請システムとのバックヤード連携も検討

システム改修後（令和6年3月末）から遡って
適用予定

調査票の回答は
オンライン申請で
お願いします。
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現行とワンストップサービスの比較

建設業の許可 現行
ワンストップサービス

希望共済契約者

国土交通大臣
又は

都道府県知事

変更届出書
（様式第22号の2）

建退共支部

共済契約
者証票

（変更前）

共済契約者
住所･名称･
代表者変更届
（様式第012号）

共済契約
者証票

（変更後）

共済契約者
住所･名称･
代表者変更届
（控え）

登記

国税庁
（法人番号公表サイト）

法務局

建退共電子申請専用サイト

※許可を受けた主たる事業所の住所が本社と異なる。若しくは許可は受けていないが
法人登記されている場合は、法人番号の情報によりワンストップサービスを実現

共済契約
者証票

（変更後）
（電子）

共済契約
者証票

（変更前）×
廃棄

※

電
子
申
請
専
用
サ
イ
ト
を
利
用
し
な
い
共
済
契
約
者
に

対
し
て
は
共
済
契
約
者
証
を
従
来
通
り
郵
送
し
ま
す

変更登記

共済契約者が行う手続き
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ワンストップサービスのチラシ（案）

建退共では電子申請を推奨しておりますので、極力、「電子申請専用サイト」
を利用してご回答をお願い申し上げます。

（表面） （裏面）（別紙7）

チラシをご入用の場合には、下記までご連絡ください。
建設業退職金共済事業本部 加入・履行促進事業部 事業推進課 TEL03-6731-2866



10 月 は 加 入 促 進 強 化 月 間 で す

建 退 共 に 加 入 し ま せ ん か

福祉の増進と企業の振興のための建設業の退職金制度です

建 設 工 事 の 第 一 線 で 働 く 優 秀 な 人 材 確 保 に も !
●加入できる事業主

建設業を営む事業主

●加入できる事業主

建設業を営む事業主

●対象となる労働者

建設業の現場で働く方

●対象となる労働者

建設業の現場で働く方

●掛金は

一日 ３１０円
（加入労働者ひとり）

●掛金は

日額 ３２０円

◎法律に基づき運営される国が作った制度

◎建退共に加入し、履行している場合は「経営事項

審査」で加点評価

◎国からの財政上の支援

◎掛金は全額非課税

（損金または必要経費に算入できます）

◎複数の企業間を就業しても通算して退職金を支給

◎加入の手続きは簡単

（各都道府県の建退共支部で加入）

特

長

建退共 検索建退共のホームページを是非ご覧ください。

建退共の掛金が

で納付可能になりました！

別紙 1



独立行政法人　勤労者退職金共済機構 〒170-8055東京都豊島区東池袋1丁目24番1号（ニッセイ池袋ビル）

　建設業退職金共済事業本部 　TEL 03-6731-2866（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）　　 FAX 03-6731-2895

１ ０ 月 は 加 入 促 進 強 化 月 間 で す

国が作った退職金制度、建退共に加入しませんか
福祉の増進と企業の振興のための建設業の退職金制度です

建 設 工 事 の 第 一 線 で 働 く 優 秀 な 人 材 確 保 に も 寄 与 !

●加入できる事業主

建設業を営む事業主

●加入できる事業主

建設業を営む事業主

●対象となる労働者

建設業の現場で働く方

●対象となる労働者

建設業の現場で働く方

●掛金は

一日 ３１０円

●掛金は

日額 ３2０円

◎法律に基づき運営される国が作った制度

◎建退共に加入し、履行している場合は「経営事項審査」

で加点評価

◎国からの財政上の支援

（国の助成により掛金の一部が免除）

◎掛金は全額非課税

（損金または必要経費に算入できます）

◎複数の企業間を就業しても通算して退職金を支給

◎加入の手続きは簡単

（各都道府県の建退共支部で加入）

特

長

建退共 検索
建退共のホームページを

是非ご覧ください

建 退 共 の 掛 金 が で 納 付 可 能 に な り ま し た ！

別紙 2





電子申請専用サイ ト ででき る こ と

建設業退職金共済制度

電子申請方式のご案内
令和2 年1 0 月より 建退共の電子申請方式が始まり まし た。

「 電子申請方式申込書」を建退共支部へご提出いただく と 、受付から 2 週間程度で電子申請

専用サイ ト のご利用に必要なログイ ンIDと 初期パスワード を記載し た「 開通通知」と「 初期

設定のためのマニュ アル」を郵送いたし ます。

なお、令和4 年7 月以降に建退共制度にご加入いただいた事業所様につきまし ては、共済契約

申込と 同時に「 開通通知」の発行を 行っ ており ますので、 「 電子申請方式申込書」の提出は

不要です。

（ *1）電子申請方式によ る 掛金納付には「 就労実績報告作成ツ ール」のダウンロ ード が必要と なり ます。

 （「 就労実績報告作成ツール」は建退共本部のホームページから ダウン ロ ード でき ます。）

 また、建設キャ リ アアッ プシステムを 活用する と 建退共の掛金納付日数の入力が簡略化でき ます。

(*2 ) 元請が電子申請方式による 掛金納付を 行っ たこ と が確認でき ます。

電子申請専用サイ ト のお試し 体験ができます！

アク セス方法は裏面をご覧く ださ い。

・ 共済手帳の追加申込

・ 共済手帳の再発行

・ 契約者証の再発行

オンラ イ ン申請upload

「 掛金充当書」（
*2）の

 ダウンロードdow nload

建退共から の
お知ら せの
受け取り

電子申請方式と は、証紙に代わる

「 退職金ポイ ント 」と いう 電子ポイ ント

を事前に購入し 、被共済者の就労日数を

登録し た「 就労実績フ ァ イ ル」によ り 、

個々の被共済者の掛金と し て充当する

も のです。

電子申請方式による

掛金納付（ *1）

別紙 4



建退共ホームページより

「 電子申請方式について」を ク リ ッ ク

電子申請方式システム操作方法についての

お問い合わせ先(専用コ ールセンタ ー)
TEL. 0120-006-175
受付時間： 9 :0 0 ～1 7 :0 0（ 平日）

電子申請専用サイ ト の内容を

体験でき ます！

※体験版のため、実際の申請は行えません。

なお、電子申請専用サイ ト に関する利用料はかかり ません。

電子申請方式について詳し く は

建退共ホームページから ご確認く ださ い

「 1 .電子申請方式を利用するには」

「 1 2 .電子申請専用サイ ト (体験版)はこ ちら 」

「 5 .就労実績報告作成ツール」

電子申請専用サイ ト（ 体験版）

電子申請方式の概要についてはこ ちら から

ご確認く ださ い。

電子申請方式による掛金納付の際に必要な

「 就労実績報告作成ツール」は、こ ちら から

ダウンロード ができ ます。

電子申請専用サイ ト の体験版が

ご利用いただけるよう になり まし た。



【加入促進等連絡会議】

事   業   推   進   課   行

FAX：03-6731-2895

E-mail：gsuishiuaka@taisyokukin.jp

〒 -

(                )

※送付先が上記と異なる場合のみ記入

〒 -

(                )

建退共制度のあらまし

外国語版　建退共制度のあらまし

①英語　②中国語　③ベトナム語　④タガログ語

建設事業主のみなさま

労働者用チラシ

学生用チラシ

ポスター Ｂ2

Ｂ3

　独立行政法人　勤労者退職金共済機構

T E L ０ ３ － ６ ７ ３ １ － ２ ８ ６ ６

別紙5

　(労働者用　A 4 版)

(学生用　A 4 版)

　(事業主用　A 4 版)

　         　　(三つ折り　A 4 版)

　(事業主用　A 4 版)

(未加入事業主用　A 4 版)

言

語

の

種

類

6

7

9

8
電子申請方式のご案内

　         　　(A 4 版)

　(B 2 版　B 3 版)

　         　　(A 4 版)

1

2

3

4

5

　建設業退職金共済事業本部　加入・履行促進事業部　事業推進課

お 問 い 合 わ せ 先

電子申請方式が始まりました

電子申請方式の8つのメリット

電 話 番 号

請 求 部 数 備　   考パンフレット名

ご

依

頼

主

郵便番号

住　　   　所

名　　   　称

担 当 部 署

担 当 者 名

電 話 番 号

担 当 者 名

送

付

先

パンフレット等請求依頼書 

郵便番号

住　　   　所

名　　   　称

担 当 部 署

 　　※太枠内をご記入の上、FAXまたはメールでご請求ください。なお、費用はかかりません。






















